
家賃や光熱費のお支払いに
お困りですか。

最大12ヶ月間の援助を受ける資格があ
ります。
借家にお住まいで、新型コロナウイルスのために経済的にお困りの場合
は、家賃や光熱費を最長12ヶ月間、納分も含めて、アラスカ住宅賃貸救済
で支 払 うことができます。

申請受付は、2021年3月5日まで

AlaskaHousingRelief.org にアクセスする
か、1-833-440-0420 へ電話、またはテキスト で 

“relief” と入力し送信してください。


